
Ｑ
．平成

１
７
年
の
労
務
に
関
す
る
法
改
正
の

予
定
に
つ
い
て
教
え
て
下
さ
い

●
個
人
情
報
保
護
法
の
全
面
施
行

（
実
施
時
期
→
平
成
１
７
年
４
月
）

個
人
情
報
保
護
法
で
は
、
保
有
す
る
「
個
人
情
報
」

の
数
が
５
，
０
０
０
人
分
を
超
え
る
事
業
者
を
個
人
情

報
取
扱
事
業
者
と
規
定
し
、
①
利
用
目
的
の
特
定
、
②

利
用
目
的
の
範
囲
内
で
の
取
り
扱
い
、
③
適
正
取
得
、

④
正
確
性
の
確
保
、
⑤
安
全
確
保
、
⑥
第
三
者
提
供
の

、

、

、

制
限

⑦
本
人
か
ら
求
め
ら
れ
た
場
合
の
開
示

訂
正

利
用
停
止
、
⑧
苦
情
処
理
の
８
つ
の
義
務
を
課
し
て
い

ま
す
。
こ
の
法
律
で
い
う
「
個
人
情
報
」
に
は
、
顧
客

の
個
人
情
報
は
も
と
よ
り
、
社
員
、
パ
ー
ト
、
契
約
社

員
な
ど
の
個
人
情
報
、
派
遣
社
員
、
下
請
労
働
者
な
ど

直
接
雇
用
関
係
に
な
い
従
業
者
の
個
人
情
報
や
、
退
職

者
の
個
人
情
報
、
会
社
に
求
人
応
募
し
た
者
の
個
人
情

報
も
含
ま
れ
ま
す
。
法
律
効
果
と
し
て
は
行
政
処
分
が

メ
イ
ン
で
す
が
、
そ
の
他
刑
事
罰
の
根
拠
と
な
り
得
ま

す
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
怖
い
の
は
、
個
人
情
報
が
漏

民
事
上
の
損
害
賠
償
責
任

企
業
ブ

洩
し
た
と
き
の

や
、

な

ラ
ン
ド
の
信
用
失
墜
、
ク
レ
ー
ム
対
応
、
買
い
控
え

ど
、
有
形
無
形
の
リ
ス
ク
を
伴
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
ヤ
フ
ー
Ｂ
Ｂ

「
ジ
ャ
パ
ネ
ッ
ト
た
か
た
」
の
個
人

」
、

情
報
漏
洩
事
件
を
み
れ
ば
企
業
に
及
ぼ
す
影
響
は
周
知

企
業
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と

の
と
お
り
で
す
。

し
て
以
下
の
４
つ
の
安
全
管
理
措
置
対
策
が
必
要
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
①
組
織
的
対
策
②
人
的
対
策
③

物
理
的
対
策
④
技
術
的
対
策
で
す
。
労
務
管
理
と
直

接
関
係
す
る

は
ま
さ
に
服
務
規
律
、
雇

②
人
的
対
策

用
契
約
の
領
域
に
な
り
ま
す
。
機
会
が
あ
れ
ば
今
後

単
独
の
記
事
で
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。

●
在
職
老
齢
厚
生
年
金
の
２
割
カ
ッ
ト
部
分
の
廃
止

（
実
施
時
期
→
平
成
１
７
年
４
月
）

こ
れ
ま
で
、
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
６
０
～

６
４
歳
の
方
は
、
ど
ん
な
に
給
与
が
低
く
て
も
老
齢

厚
生
年
金
の
受
給
額
は
一
律
２
０
％
が
減
額
さ
れ
て

一
律
２
０

い
ま
し
た
が
、
こ
の
４
月
か
ら
は
、
そ
の

さ
れ
ま
し
た
。

％
減
額
制
度
が
廃
止

（
事

例
）

＊
年
金
額

１
２
．
５
万
円
（
月
額
）

＊
月
給

３
０
万
円

＊
賞
与

６
０
万
円
（
年
間
）

前
記
の
労
働
条
件
で
お
勤
め
の
場
合･

･
･
･

（
改
正
前
）

平
成
１
７
年
３
月
ま
で
の
在
職
老
齢
年
金
額

＊
月
額
１
５
，
０
０
０
円

（
改
正
後
）

平
成
１
７
年
４
月
以
降
の
在
職
老
齢
年
金
額

＊
月
額
２
７
，
５
０
０
円

右
記
の
事
例
で
は
、
月
額
１
２
，
５
０
０
円
の
増
額

に
な
り
ま
す
。
こ
の
改
正
は
、
特
に
年
金
受
給
者
が
行

う
手
続
き
等
は
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
保
険
庁
に
お
い
て

自
動
的
に
再
計
算
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で

旧
制
度
上
全
額
停
止
と
い
う
理
由
で
裁
定
請
求
を
行
っ

て
い
な
か
っ
た
方
は
、
こ
の
改
正
を
機
に
一
度
社
会
保

険
事
務
所
の
年
金
相
談
窓
口
に
行
か
れ
て
裁
定
請
求
を

し
て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。
全
額
支
給
停
止
が
解

除
さ
れ
て
幾
ば
く
か
の
年
金
が
受
給
で
き
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

●
介
護
保
険
料
率
の
改
定

（
実
施
時
期
→
平
成
１
７
年
３
月
）

＊
１
．
２
５
％

・
会
社
負
担
→
０
．
６
２
５
％

・
本
人
負
担
→
０
．
６
２
５
％

給
与
計
算
に
お
い
て
は
、
料
率
の
登
録
変
更
を
忘
れ

ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

●
雇
用
保
険
料
率
の
改
定

（
実
施
時
期
→
平
成
１
７
年
４
月
）

＊
１
．
９
５
％
（
一
般
の
事
業
）

・
会
社
負
担
→
１
．
１
５
％

・
本
人
負
担
→
０
．
８
％

＊
２
．
２
５
％
（
建
設
の
事
業
）

・
会
社
負
担
→
１
．
３
５
％

・
本
人
負
担
→
０
．
９
％

給
与
計
算
に
お
い
て
は
、
料
率
の
登
録
変
更
を
忘
れ

ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
。
ま
た

「
一
般
保
険
料
額
表
」

、

が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
は
料
率
計
算
方
式
の
み

と
な
り
ま
す
。

●
厚
生
年
金
保
険
料
の
改
定

（
実
施
時
期
→
平
成
１
７
年
９
月
）

＊
１
４
．
２
８
８
％

・
会
社
負
担
→
７
．
１
４
４
％

・
本
人
負
担
→
７
．
１
４
４
％

給
与
計
算
に
お
い
て
は
、
料
率
の
登
録
変
更
を
忘
れ

ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
。
今
年
は
定
時
決
定
の
改
定
月

と
同
月
と
な
り
ま
す
。

●
育
児
・
介
護
休
業
法
の
改
定

（
実
施
時
期
→
平
成
１
７
年
４
月
）

・
対
象
労
働
者
の
拡
大
→
有
期
契
約
労
働
者
も
対
象

・
育
児
休
業
の
延
長
→
最
高
１
年
６
ヶ
月

・
介
護
休
業
の
取
得
回
数
→
通
算
し
て
最
高
９
３
日

・
子
の
看
護
休
暇
の
創
設
→
年
間
５
日


